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は じ め に

わが国では急速な少子高齢化の進行に伴い、将来の労働力不足、さらには公的年金の支
給開始年齢の段階的引き上げ等を背景に、高齢者雇用に関する社会的関心が著しく高まり
つつあります。

平成１８年４月には、改正高年齢者雇用安定法が施行され、６５歳までの「高年齢者雇用確
保措置」（定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置）の
導入が義務化されました。さらに、昨年（平成２４年）８月には、この法律のさらなる改正
がなされ、高年齢者雇用確保措置の一つである継続雇用制度について、それまで認められ
てきた対象者を限定できるしくみ（労使協定による選定基準の設定）が廃止され、希望者
全員の雇用確保が厳格化されることとなり、本年（平成２５年）４月より施行されました。

こうした状況の中、全国味噌工業協同組合連合会では、平成２４年に独立行政法人高齢・
障害・求職者雇用支援機構から「産業別高齢者雇用推進事業」を２カ年の事業として受託
し、組合・組合員の協力を得る中で「味噌製造業高齢者雇用推進委員会」を設置し、調査、
検討を行ってきました。具体的には、味噌製造業界における高齢者雇用の現状と課題を把
握するためのアンケート調査、ヒアリング調査を実施し、それをもとに推進委員会で審議
してきましたが、このほどその結果をとりまとめ、「味噌製造業高齢者雇用推進の手引き」と
して、発刊する運びとなりました。

本手引き書は、本業界を取り巻く厳しい経営環境を踏まえた中で、今後の高齢者雇用推
進の基本的な考え方やその方策等についてまとめたものです。高齢者雇用について、組合
員各社が実情に応じて具体的検討を行う際、本手引き書がその一助となれば幸いです。

なお、本手引き書を作成するにあたり、各種調査にご協力いただいた皆様をはじめ、多
くの方々に多大なるご協力をいただきましたことに厚く御礼申し上げます。

全国味噌工業協同組合連合会
味噌製造業高齢者雇用推進委員会



本 書 の 使 い 方

本書は、全国味噌工業協同組合連合会が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
から受託した「味噌製造業 高齢者雇用推進事業」により、味噌製造事業者が高齢者雇用
を推進するために、抱えている問題、課題に対して、それぞれの解決策を紹介するものと
して作成されました。

第１章では、高齢者の活用が求められる背景を示し、第２章で味噌製造業界における高
齢者雇用の現状と課題を示しています。さらに、第３章で味噌製造業界における高齢者の
活用方法を具体的に示しています。また、参考資料として高齢者雇用に関する情報一覧を
示し、運用上の課題解決に向けた相談のできる支援機関を紹介したり、２０１３年４月に施行
された改正高年齢者雇用安定法の概要や在職老齢年金と高年齢雇用継続給付のしくみにつ
いても説明しています。
本書は、全国の味噌製造業界の事例をできるだけ多く取り入れ、分かりやすくまとめた
ものです。各事業者の実情に応じた高齢者雇用を進めるにあたっての手引き書として、是
非ともご活用いただきたいと思います。

なお、本書の姉妹版として、味噌製造業界で働く中高年齢者を対象とした「高齢になっ
てもいきいきと働くために －定年以降の就労や生活を考える際のポイント－」も作成し
ましたので、本書とあわせてご活用いただければ幸いです。

この「手引き」においては、「高齢者」を６０歳以上の者と定義しています。これは、本文中で
も取り上げているように、年金の支給開始年齢の引上げに伴い、６０歳以上の雇用機会の確保が
大きな問題となっているという認識によるものです。
ちなみに、法律によっては「高齢者」を６５歳以上と定義し、７５歳未満の者を前期高齢者、７５

歳以上の者を後期高齢者とする場合もあります。
なお、高年齢者雇用安定法（高齢法）では、４５歳以上の者を「中高年齢者」、５５歳以上の者を
「高年齢者」と定義付けています。

この「手引き」で用いたアンケート調査結果は、２０１２年（平成２４年）７月に、全国味噌工業
協同組合連合会会員傘下の全組合員と同組合員会社で働く５５歳以上の従業員を対象に実施した
ものです（有効回収率は企業２２．６％、従業員１１．２％）。なお、グラフにあるＮ＝●●●はこの質
問に回答した方の数を示しています。
また、「経営者の声」は、２０１２年（平成２４年）９月から１０月にかけて、全国味噌工業協同組合
連合会会員会社を対象に実施したヒアリング調査結果の際にいただいた経営者の方の声をまと
めたものです。
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概 要
１．高齢者の活用が求められる背景
わが国の人口はすでに減少し始めており、今後、少子高齢化の影響がより顕著になりま
す。（→３ページ）
こうした状況下、厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられており、２０１３年度に
は、男性の場合、厚生年金の定額部分の支給開始年齢が６５歳に、報酬比例部分も６１歳にな
りました。（→５ページ）
意図せざる「無年金無収入者」をできるだけ出さないように、２０１２年には６５歳までの希
望者全員の雇用を厳格化する高齢法の改正がなされ、２０１３年４月に施行されました。（→７
ページ）

２．味噌製造業における高齢者雇用の現状と課題
味噌製造業界ではすでに多くの高齢者が働いています。（→９ページ）また、働いている
ことに満足している高齢者も非常に多く、高齢者の雇用の場として非常に大きな役割を
担っています。（→１１ページ）
ただ、高齢者が働くにあたっては、いくつか問題点が挙げられています。経営者が最も
大きな問題として捉えているのは、「原料の運搬や注入、積み替えしの作業の際に体にこた
える」となっており、「高齢者が増えると若年者を採用するだけの人的余裕がなくなってし
まう」、「新たな知識や技術に対応できない、対応しようとしない」といった経営にかかわ
る問題や高齢者自身に内在する問題についても上位に挙げられています。一方で、従業員
が最も大きな問題だとしているのは、「工場内の湿度が高かったり、寒暖があるので体調管
理が難しい」、「原料の運搬や注入、積み替えしの作業の際に体にこたえる」といった職場
環境の問題を挙げています。（→１３ページ）
こうした問題に対処するために、中年期からの多能工としての育成に取り組んでいる企
業が多くなっています。また、今後必要な取り組みとしては、定年後も引き続いて働いて
もらいたい方の人材像や職種を明示したり、定年後の仕事や生活についてあらかじめ企業
と従業員が話し合う機会を設けることです。また、高齢期の取り組みとしては、安全対策
や安全教育の徹底、高齢者を重労働や注意を要する作業からはずしたり、仕事の負荷を軽
減している企業が多くなっています。（→１５ページ）

３．味噌製造業における高齢者の活用方法
味噌製造業界には老舗企業も多く、伝統を守りつつ、消費者のニーズに応えていくため
には、短期的な視点に加えて、この先、１０年、２０年といった長期的な視野を持って経営に
当たっていく必要があります。そのためには、高齢者の持つ技術・伝統の技と若年者の持
つ感性とを上手に組み合わせていくことが重要になります。少子高齢化が進行するなか、
若年者の採用はますます難しくなっていくことから、自社のことをよく知っており、味噌
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づくりに長く携わってきた高齢者の力を活用することも企業経営にとって大きなプラスに
なります。味噌製造業界において高齢者の活用を推進するための４つのポイントは以下の
とおりです。（→１７ページ）
（１）高齢者がはつらつと働ける職場づくり
経営者や管理者は高齢者に対して、高齢になっても自社のために働いてくれているとい
う敬意を払い、また、若年層はいずれ自分も高齢になるという自戒の念を込めて、日頃か
ら高齢者に接していくことが大切です。こうした周囲の方の思いやりに対して自然に高齢
者も感謝の気持ちを抱くようになるという好循環を職場につくっていきましょう。（→１９
ページ）
（２）高齢者が無理をしないで働ける職場づくり
味噌づくりにおいては、原料の投入や積み替えし作業など肉体的な負荷の高い作業も
残っています。以前に比べると楽になったり、若年者からすれば、それほど大変な作業で
はなくても、高齢者からすると、「しんどい、体にこたえる」と感じる作業がまだまだ残っ
ています。加齢に伴い体力面等に不安を抱える高齢者に対しては、負荷の高い作業から比
較的負荷の低い工程や作業、例えば充填や包装工程などに異動させることが考えられます。
こうした高齢者を負荷の低い業務へ円滑に異動させるためには、若いうちにいろいろな職
場・工程を経験させておき、あらかじめ多能工として育成しておくことが効果的です。（→
２１ページ）
（３）高齢者が安心・安全に働ける職場づくり
高齢者については寒暖の差が激しい作業にはできるだけ就かせないといった配慮をして
いる企業もありますが、まずは衣服で調整してもらったり、スポットクーラーやストーブ
の設置などできる範囲で配慮・工夫することが求められます。また、工場内はできるだけ
段差をなくしてつまずきによる怪我を防いだり、原材料等の重量物の搬送に当たっては台
車の活用や原材料等を投入しやすくするような治具の開発等も考えられます。加齢に伴う
心身機能の低下に対して安全の徹底や負荷軽減といった配慮をしていくなかで、結果とし
て高齢者だけではなく、企業で働く従業員全員にとって安全で働きやすい作業環境にして
いくという発想が求められます。（→２３ページ）
（４）高齢者が高い意欲を持って働き続けられる職場づくり
高齢者に就いてもらいたい仕事や役割、労働時間、賃金等を事前に伝え、双方が話し合
うことで、働く上での納得性が高まり、高齢者が高い意欲を持って働き続けられることに
なります。これから定年を迎える方の中にもこうした事前の話し合いを希望する高齢者が
多いことから、積極的にこうした話し合いの場、コミュニケーションの場をつくっていく
ことが求められます。また、６０歳以降の賃金設定に当たっては、仕事に見合った賃金を設
定することが大切です。また、在職老齢年金や高年齢雇用継続給付の活用も考えられます。
ただし、２０１３年４月から在職老齢年金の支給開始年齢も引上げられていますので、注意が
必要です。（→２５ページ）
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第１章 高齢者の活用が求められる背景

１．人口減少社会の到来

わが国では、国民の平均寿命の伸びと出生率の低下を背景に、人口の高齢化が急速に進
んでいます。「日本の将来推計人口（２０１２年１月現在）」（国立社会保障・人口問題研究所）
によれば、１５～６４歳の人口（生産年齢人口といいます。）は、２０１０年（平成２２年）の８，１０３
万人から２０２０年には７，３４１万人となり、１０年間で７６２万人も減少するという推計結果が出て
います。
将来的には、２０６０年に人口が９，０００万人を割り込み、高齢化率（全人口に占める６５歳以上
の割合）は３９．９％となり、ほぼ５人に２人が６５歳以上になると推計されています。
今後、わが国は、人口そのものが減少していくとともに、人口構成のなかでも高齢者の
比率が飛躍的に高まることが想定されます。こうした少子高齢化の影響は、わが国の社会
システムそのものに非常に大きな影響を与えることになります。
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図表１－１ 年齢区分別将来人口推計
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注： ２０１０年の総数は年齢不詳を含む。
資料：２０１０年は総務省「国勢調査」、２０１５年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来

人口推計（平成２４年１月推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果
出典：内閣府「高齢社会白書（平成２５年版）」



一方、高齢化の状況を都道府県別にみると、２０１２年（平成２４年）現在の高齢化率は、最
も高い秋田県で３０．７％、最も低い沖縄県で１７．７％となっています。
今後、高齢化率は、すべての都道府県で上昇し、２０４０年（平成５２年）には、最も高い秋
田県では４３．８％となり、最も低い沖縄県でも、３０％を超えて３０．３％に達すると見込まれて
います。また、首都圏など三大都市圏では、今後の高齢化がより顕著であり、例えば千葉
県の高齢化率は、２０１２年（平成２４年）の２３．２％から２０４０年には３６．５％と１３．３ポイント上昇
し、神奈川県では２１．５％から３５．０％と１３．５ポイント上昇すると見込まれています。
今後、我が国の高齢化は、大都市圏を含めて全国的な広がりをみることとなります。
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図表１－２ 都道府県別高齢化率の推移

資料：平成２４年は総務省「人口推計」、平成５２年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域
別将来推計人口（平成２５年３月推計）」

出典：内閣府「高齢社会白書（平成２５年版）」
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１１．０３９．３２８．３３２６１，１５２山形県

１３．２３９．３２６．１５１１１，９６２福島県

１２．６３６．４２３．８７０１２，９４３茨城県

１３．１３６．３２３．２４６３１，９９２栃木県

１１．７３６．６２４．９４９６１，９９２群馬県

１２．９３４．９２２．０１，５８５７，２１２埼玉県

１３．３３６．５２３．２１，４３７６，１９５千葉県

１２．２３３．５２１．３２，８１２１３，２３０東京都

１３．５３５．０２１．５１，９４８９，０６７神奈川県

１１．５３８．７２７．２６３９２，３４７新潟県

１０．８３８．４２７．６２９９１，０８２富山県

１１．０３６．０２５．０２９１１，１６３石川県

１１．５３７．５２６．０２０８７９９福井県

１３．２３８．８２５．６２１８８５２山梨県

１１．０３８．４２７．４５８５２，１３２長野県

１１．０３６．２２５．２５２０２，０６１岐阜県

１２．１３７．０２４．９９３２３，７３５静岡県

１１．０３２．４２１．４１，５９１７，４２７愛知県

１０．７３６．０２５．３４６５１，８４０三重県

高齢化率
の伸び

（ポイント）

平成５２年
（２０４０）

平成２４年（２０１２）

高齢化率
（％）

高齢化率
（％）

６５歳以上
人口

（千人）

総人口
（千人）

１１．２３２．８２１．６３０６１，４１５滋賀県

１１．７３６．４２４．７６４９２，６２５京都府

１２．３３６．０２３．７２，０９９８，８５６大阪府

１２．１３６．４２４．３１，３５５５，５７１兵庫県

１２．６３８．１２５．５３５５１，３９０奈良県

１１．５３９．９２８．４２８１９８８和歌山県

１１．０３８．２２７．２１５８５８２鳥取県

９．１３９．１３０．０２１２７０７島根県

８．６３４．８２６．２５０７１，９３６岡山県

１０．８３６．１２５．３７１９２，８４８広島県

９．１３８．３２９．２４１８１，４３１山口県

１２．２４０．２２８．０２１７７７６徳島県

１０．８３７．９２７．１２６８９８９香川県

１０．９３８．７２７．８３９３１，４１５愛媛県

１０．８４０．９３０．１２２６７５２高知県

１２．０３５．３２３．３１，１８６５，０８５福岡県

１０．２３５．５２５．３２１４８４３佐賀県

１２．３３９．３２７．０３８０１，４０８長崎県

９．９３６．４２６．５４７８１，８０７熊本県

９．１３６．７２７．６３２７１，１８５大分県

１０．３３７．０２６．７３０１１，１２６宮崎県

１０．５３７．５２７．０４５７１，６９０鹿児島県

１２．６３０．３１７．７２５０１，４０９沖縄県



２．厚生年金の支給開始年齢の引上げ

厚生年金の加入者は、６０歳から６５歳未満までは「特別支給の老齢厚生年金」、６５歳からは
「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」を受給することができます。
この「特別支給の老齢厚生年金」のうち、定額部分は２０１３年（平成２５年）４月から６５歳

にならないと受給できなくなりました。また、「特別支給の老齢厚生年金」の報酬比例部分
についても２０１３年４月から２０２５年（平成３７年）度にかけて段階的に６５歳に引上げられるこ
とになっており、すでに２０１３年４月からは６１歳にならないと受給できなくなりました（男
性の場合。女性は５年遅れ）。
こうした年金の支給開始年齢の引上げにより、６０歳定年で退職し、再就職もままならな
かった方が無年金・無収入となる可能性が生じてしまうのです。

−５−

図表１－３ 老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げスケジュール

2016年4月

2004年4月 2007 年4月 2010 年4月

2013年4月
報酬比例部分引上開始

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

老齢厚生年金
（報酬比例年金）

老齢基礎年金

報酬比例部分引上完了

特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）

特別支給の老齢厚生年金（定額部分）

無年金・無収入となる者が生じる可能性

2019年4月 2022 年4月

2025年4月

定額部分引上完了
2013年4月

定額部分引上開始

年金受給と雇用との接続が必要

2001年4月

出典：厚生労働省ホームページ



−６−

図表１－４ 性別・出生年別老齢厚生年金の支給開始年齢

老齢厚生年金

定額部分 老齢基礎年金

報酬比例部分

1年間の空白が生じる

2年間の空白が生じる

4年間の空白が生じる

5年間の空白が生じる

3年間の空白が生じる

昭和41年4月2日
以後に生まれた方

男性の場合 女性の場合

▲
60歳

▲
65歳

2025年度 昭和36年4月2日
以後に生まれた方

昭和21年4月2日～
昭和23年4月1日
に生まれた方

定額部分 老齢基礎年金

報酬比例部分 老齢厚生年金

▲
60歳

▲
62歳

▲
65歳

2004年度
昭和18年4月2日～
昭和20年4月1日
に生まれた方

昭和23年4月2日～
昭和25年4月1日
に生まれた方 定額部分 老齢基礎年金

昭和39年4月2日～
昭和41年4月1日
に生まれた方 老齢基礎年金

報酬比例部分 老齢厚生年金

▲
60歳

▲
63歳

▲
65歳

2019年度
昭和32年4月2日～
昭和34年4月1日
に生まれた方

昭和37年4月2日～
昭和39年4月1日
に生まれた方 老齢基礎年金

報酬比例部分 老齢厚生年金

▲
60歳

▲
61歳

▲
65歳

2001年度
昭和16年4月2日～
昭和18年4月1日
に生まれた方

老齢基礎年金

老齢厚生年金

▲
60歳

▲
64歳

▲
65歳

2022年度
昭和34年4月2日～
昭和36年4月1日
に生まれた方

老齢基礎年金

報酬比例部分 老齢厚生年金

▲
60歳

▲
61歳

▲
65歳

2013年度
昭和28年4月2日～
昭和30年4月1日
に生まれた方

昭和33年4月2日～
昭和35年4月1日
に生まれた方 老齢基礎年金

報酬比例部分 老齢厚生年金

▲
60歳

▲
65歳

2013年度
昭和24年4月2日～
昭和28年4月1日
に生まれた方

昭和29年4月2日～
昭和33年4月1日
に生まれた方 老齢基礎年金

報酬比例部分 老齢厚生年金

▲
60歳

▲
64歳

▲
65歳

2010年度

報酬比例部分 老齢厚生年金

▲
60歳

▲
62歳

▲
65歳

2016年度
昭和30年4月2日～
昭和32年4月1日
に生まれた方

昭和35年4月2日～
昭和37年4月1日
に生まれた方

昭和22年4月2日～
昭和24年4月1日
に生まれた方

昭和27年4月2日～
昭和29年4月1日
に生まれた方 定額部分 老齢基礎年金

報酬比例部分 老齢厚生年金

▲
60歳

▲
63歳

▲
65歳

2007年度
昭和20年4月2日～
昭和22年4月1日
に生まれた方

昭和25年4月2日～
昭和27年4月1日
に生まれた方

出典：日本年金機構資料を一部修正



３．改正高年齢者雇用安定法施行

こうした無年金・無収入者を出さないように、雇用と年金を確実に接続させるために、
２０１２年８月に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（高年齢者雇用安定法）が改正され、
２０１３年４月に施行されました。
今回の改正の柱は、「希望者全員の６５歳までの雇用確保」が厳格化され、以前のように継
続雇用の対象者を選定基準を満たした者に限定することができなくなったことです。ただ
し、心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等就業規則に定める解雇・退職事由（年齢
に係るものを除く。）に該当する場合には、継続雇用しないことができます。なお、継続雇
用しない場合については、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求
められると考えられることに留意しなければなりません。

−７−

図表１－５ 改正高年齢者雇用安定法への対応が必要な企業とは

希望者全員を継続雇用制度
の対象とすることが必要
※経過措置あり（図表 1-6
参照）

今回の法改正に伴う制度の
見直しは必要なし

希望者全員を 65歳まで継続して雇用する
制度を導入

定年制を設けていない

定年年齢が 65歳以上

労使協定で定める基準に該当する者を
65歳まで継続して雇用する制度を導入

【参考】今回の法改正後も、以下の点は変更ありません。
・定年年齢は６０歳以上でなければなりません。
・高年齢者雇用確保措置は３つの選択肢（定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定め
の廃止）から選べます（※今回の改正は、６５歳への定年引上げの義務化ではありません）。

・継続雇用時の労働条件は、最低賃金法等の法律にのっとり、かつ、事業主の合理的な裁量
の範囲で設定可能です（※従業員の希望をすべて聞く必要はありません）。

・事業主と従業員の間で労働条件の合意ができず、結果として従業員が継続雇用を拒否した
としても、法違反となるものではありません（※ただし、あえて継続雇用を希望させない
ような恣意的な労働条件の提示は認められません）。



−８−

図表１－６ 高年齢者雇用安定法の改正のポイント

出典：厚生労働省パンフレットを一部修正

急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力
に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律」（高年齢者雇用安定法）の一部が改正され、平成２５年４月１日から新しくなりました。今
回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限
定できる仕組みの廃止などを内容としています。

１．継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
６５歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入

する場合、従前の法律では、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることがで
きましたが、今回の改正でこの仕組みが廃止され、平成２５年４月１日からは、希望者全員を
継続雇用制度の対象とすることが必要になりました。

ただし、以下の経過措置があります。
【経過措置】

平成２５年３月３１日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けていた場合
・平成２８年３月３１日までは６１歳以上の人に対して
・平成３１年３月３１日までは６２歳以上の人に対して
・平成３４年３月３１日までは６３歳以上の人に対して
・平成３７年３月３１日までは６４歳以上の人に対して

２．継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなく、グループ内の他の会社（子会社

や関連会社など）まで広げることができるようになりました。
子会社とは、議決権の過半数を有しているなど支配力を及ぼしている企業であり、関連会

社とは、議決権を２０％以上有しているなど影響力を及ぼしている企業です。
この場合、継続雇用についての事業主間の契約が必要となります。

３．義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置を実施していない企業に対しては、労働局、ハローワークが指導を

実施します。
指導後も改善がみられない企業に対しては、高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告を行

い、それでも法律違反が是正されない場合は企業名を公表することがあります。

４．高年齢者雇用確保措置の実施・運用に関する指針の策定
事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針が策定されました。
この指針には、「就業規則における解雇事由または退職事由に該当する者について継続雇用

の対象外とすることもできる」とし「この場合、客観的合理性・社会的相当性が求められる」
と示されています。

基準を適用することが
できます。



１．多くの高齢者が働いている味噌製造業界

味噌製造業界においては、全従業員のうちほぼ２人に１人が５０歳以上の従業員となって
います。このうち６０歳代の従業員が１７．０％、７０歳以上の従業員が５．３％となっており、味噌
製造業界で働く５人に１人が６０歳以上の従業員となっています。
これを全産業と比較すると、厚生労働省「平成２０年度高年齢者雇用実態調査結果」では、

６０歳以上の労働者割合は１０．０％と１０人に１人程度なので、調査年度や調査対象企業の従業
員規模に若干の違いはあるものの、味噌製造業界は他産業と比較しても多くの高齢者が働
いていることがうかがえます。
このように、味噌製造業界は高齢者の雇用の場として非常に大きな役割を担っています。
少子高齢化が急速に進行するなか、高齢になっても現場の第一線で活躍できるような取り
組みの継続、また、新たなしくみづくりがますます重要になっています。

－９－

第２章 味噌製造業における高齢者雇用の現状と課題
－味噌製造業高齢者雇用に関するアンケート調査結果から－

２０１２年（平成２４年）に全国の味噌製造業者と同社で働く従業員を対象に実施したアンケート
調査結果とヒアリング調査結果から、味噌製造業界の高齢者雇用に関する現状と問題、課題を
まとめました。

図表２－１ 味噌製造業で働く従業員の年齢構成

11.15.8 6.4嘱託、パート等
（N=166）

12.727.027.019.29.8 4.4正社員
（N=217）

5.3全体
（N=223）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

29歳以下 70歳以上30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳

28.622.325.8

17.025.827.116.48.4



２．定年制の定めがない企業も多い味噌製造業界

味噌製造業者では、「定年制を定めている企業」が７８．３％と８割近くを占めていますが、一
方で、「定年は特に定めていない、働けるうちは働いてもらう企業」も２１．７％と２割程度を
占めています（図表２－２）。
定年制のある企業の定年年齢をみると、８割弱（７７．２％）の企業が６０歳としていますが、

６５歳としている企業も２割弱（１７．０％）を占めています（図表２－３）。
また、「定年制を定めている企業」のうち、継続雇用制度のある企業（定年になった後も
働き続けることができる企業）が半数（５１．６％）を占めており、定年後も働き続けられる
年齢の上限は、６５歳が７割（７２．０％）を占めており、７０歳以上も２割を超えています（２２．４％）
（図表２－４）。
多くの高齢者が働いている背景には、こうした高齢者が働きやすい制度の実態があるの
です。

－１０－

図表２－２ 定年の有無

61～64歳
4.7％

61～64歳
4.7％

70歳以上
22.4％
70歳以上
22.4％

70歳以上
3.5％

70歳以上
3.5％

65歳
17.0％
65歳
17.0％

66～69歳
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60歳
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60歳
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３．働いていることに満足している高齢者が多い味噌製造業界

定年後（定年のない企業では６０歳以上）も引き続き味噌製造業界で働いている高齢者の
うちの９割近い方が、現在、働いていることに満足していると回答しています（「非常に満
足している」と「おおむね満足している」の合計が８８．２％）。
とりわけ、「仕事の内容」については９４．５％の高齢者が、「勤務日数、労働時間」につい
ては９２．２％の高齢者が満足していると回答しています。
ただし、「給与や賞与の額」や「給与のしくみ・決め方や評価の仕方」については、満足
していないという回答が３割を超えています（「まったく満足していない」と「あまり満足
していない」を合計したもの）。
「給与や賞与の額」そのものを上げることは難しいでしょうが、「給与のしくみ・決め方
や評価の仕方」に工夫を施すとともに、それを従業員にきめ細かく説明し、理解を求める
ことで、今まで以上に高齢者に満足して働いてもらえるようなしくみをつくることが求め
られます。

－１１－

定年後も引き続き働いている方※が満足している点

１．仕事の内容に満足している
→肯定割合（「非常に満足している」＋「おおむね満足している」）が９４．５％

２．勤務日数、労働時間
→肯定割合（「非常に満足している」＋「おおむね満足している」）が９２．２％

定年後も引き続き働いている方※が満足していない点

１．給与や賞与の額に満足していない
→否定割合（「あまり満足していない」＋「全く満足していない」）が３９．３％

２．給与のしくみ・決め方や評価の仕方に満足していない
→否定割合（「あまり満足していない」＋「全く満足していない」）が３４．１％

※定年のない企業では６０歳以上も引き続いて働いている方



－１２－

図表２－５ 定年後も働いている方の現在の仕事や労働条件等に関する満足度

非常に満足している

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

おおむね満足している あまり満足していない 全く満足していない

0.814.8 10.973.4総合的にこの会社で働いていること（N=128）

0.811.6 4.782.9仕事の内容（N=129）

1.610.2 6.382.0勤務日数、労働時間（N=128）

0.88.7 15.974.6若い人など他の年齢層との人間関係（N=126）

8.94.1 25.261.8給与のしくみ・決め方や評価の仕方（N=123）

8.56.2 54.6給与や賞与の額（N=130） 30.8



４．高齢者雇用を進める際の問題点はどこにあるのか

このように、すでに多くの高齢者が働き、また、働くことに満足している高齢者が多い
味噌製造業界ですが、それでも高齢者が働くにあたって問題がないわけではありません。
経営者、従業員双方に聞いた、高齢者雇用を進めていくうえで問題になっていることは
以下のとおりです。

－１３－

図表２－６ 高齢者雇用を進める際の問題点

原料の運搬や注入、
積み替えしの作業の
際に体にこたえる

52.8％

工場内の湿度が高か
ったり、寒暖がある
ので体調管理が難し
い

48.8％

工場内の湿度が高か
ったり、寒暖がある
ので体調管理が難し
い

41.9％

高齢者が増えると若
年者を採用するだけ
の人的余裕がなくな
ってしまう

36.7％

原料の運搬や注入、
積み替えしの作業の
際に体にこたえる

46.6％

原料の運搬や注入、
積み替えしの作業の
際に体にこたえる

32.6％

新たな知識や技術に
対応できない、対応
しようとしない

30.2％

高齢者が増えると若
年者を採用するだけ
の人的余裕がなくな
ってしまう

25.6％

高齢者が増えると若
年者を採用するだけ
の人的余裕がなくな
ってしまう

23.9％

工場内の湿度が高か
ったり、寒暖がある
ので体調管理が難し
い

28.6％

賃金が低下するので
やる気が下がってし
まったり、責任ある
仕事をいやがる

25.6％

製造工程に注意を要
する個所があり、高
齢者になじまない作
業がある

20.5％

製造工程に注意を要
する個所があり、高
齢者になじまない作
業がある

24.1％

製造工程に注意を要
する個所があり、高
齢者になじまない作
業がある

15.9％

賃金が低下するので
やる気が下がってし
まったり、責任ある
仕事をいやがる

19.7％

賃金が低下するので
やる気が下がってし
まったり、責任ある
仕事をいやがる

20.6％

新たな知識や技術に
対応できない、対応
しようとしない

13.4％

新たな知識や技術に
対応できない、対応
しようとしない

17.1％

1位

2位

3位

4位

5位

6位

経営者が考えている問題点
従業員が考えている問題点

定年到達以前の方 定年到達以降の方※2※1

※１ ５５歳以上で定年以前の方と定年のない会社で働いている５５歳以上６０歳未満の方
※２ 定年到達以降も働いている方と定年のない会社で働いている６０歳以降の方



経営者が最も大きな問題として捉えているのは、「原料の運搬や注入、積み替えしの作業
の際に体にこたえる」ですが、従業員に聞いてみると、定年以前の方も定年後の方も２位
になっています。従業員が最も大きな問題だとしているのは、定年以前の方も定年後の方
も「工場内の湿度が高かったり、寒暖があるので体調管理が難しい」を挙げています。従
業員としてはこうした職場環境にかかわる問題が大きいと回答しています。
一方、経営者としては、「高齢者が増えると若年者を採用するだけの人的余裕がなくなっ
てしまう」（２位）、「新たな知識や技術に対応できない、対応しようとしない」（３位）と
いった経営にかかわる問題や高齢者自身に内在する問題についても上位に挙げられていま
すが、従業員自身は経営者ほど大きな問題とは捉えていないようです。
このように、経営者と従業員では高齢者雇用を進める際の問題点に対する認識が若干異
なっています。経営者としてもこうした従業員の声に耳を傾け、従業員としても経営者の
思いを鑑みることで、経営者、従業員が一体となって高齢者雇用を進める際の問題を克服
していく必要があります。

－１４－



５．高齢者雇用を進めるための取り組み

それでは、高齢者雇用を進めるために、企業はどのような取り組みを行っているのでしょ
うか。また、今後どのような取り組みを必要としているのでしょうか。
さらに、味噌製造業界で働いている従業員は、今後どのような取り組みをしてほしいと
思っているのでしょうか。

（１）中年期からの取り組み
高齢者雇用推進に向けた中年期からの取り組みとしては、多能工としての育成に既に取
り組んでいる企業が多くなっています。
また、今後必要な取り組みとしては、定年後も引き続いて働いてもらいたい方の人材像
や職種を明示したり、定年後の仕事や生活についてあらかじめ企業と従業員が話し合う機
会を設けることが、企業、従業員の双方から挙げられています。

－１５－

図表２－７ 高齢者雇用を進めるための取り組みと、してほしい中年期からの取り組み
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定年以前＋定年のない会社
の60歳未満（N=52）

いろいろな工程や仕事を経験させ、
多能工として育成する

定年後の仕事や生活についてあらかじめ
会社と従業員が話し合う機会を設ける

定年後も引き続き働いてもらいたい人の人材像
（能力、役割等）や具体的な職種を明示す

定年後の生活設計を考えるための
研修、セミナー等を受講させる

その他
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（２）高齢期の取り組み
高齢期の取り組みとしては、安全対策や安全教育の徹底、また、高齢者を重労働や注意
を要する作業からはずしたり、仕事の負荷を軽減している企業が増えています。
こうした取り組みは今後必要な取り組みとしても挙げられていますが、加えて若年者に
対する技術・技能の伝承についても今後必要と考えている企業、従業員も多くなっていま
す。

－１６－

図表２－８ 高齢者雇用を進めるための取り組みと、してほしい高齢期の取り組み

経営者 従業員
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日々の健康状態のチェックや
毎朝の準備体操など健康管理を徹底する
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その他



第３章 味噌製造業における高齢者の活用方法

味噌製造業界は地場産業として発展してきた経緯から、日本各地で雇用の場を提供して
おり、高齢者も多く働いています。日本の食品文化のなかで、伝統的、かつ現代人の嗜好
に合うような商品を製造・販売することはもちろん、地域に根差した産業として、これか
らも引き続き雇用の場を提供していくことが業界の重要な役割といえます。
こうした味噌製造業界には老舗企業も多く、伝統を守りつつ、消費者のニーズに応えて
いくためには、短期的な視点に加えて、この先、１０年、２０年といった長期的な視野を持っ
て経営に当たっていく必要があります。
そのためには、高齢者の持つ技術・伝統の技と若年者の持つ感性とを上手に組み合わせ
ていくことが重要になります。また、味噌製造業界は、非常に規模の小さい企業が多く、
若年者の採用も難しいといった声が大きいのも事実です。少子高齢化が進行するなか、若
年者の採用はますます難しくなっていくことでしょう。自社のことをよく知っており、味
噌づくりに長く携わってきた高齢者の力を引き出すことも企業経営にとって大きなプラス
になるのです。
それでは、高齢者の方の能力を最大限活かすためにはどうしたらよいのでしょうか。味
噌製造業界において高齢者の活用を推進するための４つのポイントは以下のとおりです。

−１７−

味噌製造業における高齢者の活用を推進するための４つのポイント

①高齢者がはつらつと働ける職場づくり
－コミュニケーションの活発化と良好な人間関係の構築

②高齢者が無理をしないで働ける職場づくり
－負荷の軽減と若年層との役割分担

③高齢者が安心・安全に働ける職場づくり
－作業環境の改善と安全・健康対策の拡充

④高齢者が高い意欲を持って働き続けられる職場づくり
－頑張りを評価しそれに報いる賃金制度の整備



−１８−

【経営者の声】経験とノウハウを持つ高齢者が退職してしまうことは大きな痛手

昨年、年金で十分に生活できるという理由で、定年を機に１人退職してしまいました。会社
としては定年１年前から、定年以降は再雇用という形で継続して働いてもらいたいと慰留した
のですが、残ってはくれませんでした。経験とノウハウを持つ高齢者が退職してしまうことは、
同族会社で生産から販売まで一手に行っている当社にとっては非常に大きな痛手です。

【経営者の声】高齢者雇用にはメリットもデメリットもある

高齢者を雇用するメリットは、定年前後で労働条件が変更できる、とりわけ賃金を見直すこ
とができるので、高い技術・技能や経験を保有する即戦力である高齢者に、高年齢雇用継続給
付等公的給付を活用することにより、定年到達以前に比べて手取り金額をそれほど減らすこと
なく働いてもらえることです。
一方、デメリットとしては新卒者の雇用機会を奪ってしまうことや、若年者がいつまで経っ

ても後輩扱いされ、モチベーションの低下をきたしてしまう恐れがあることです。
こうしたメリットを活かし、デメリットをできるだけ減らしていく努力が必要だと感じてい

ます。

【経営者の声】高齢者には教育的な面での貢献を期待したい

高齢者が増え、全員を継続雇用していくとなると、人件費が限られているので新卒採用が難
しくなり、会社の年齢構成が崩れる懸念を抱いています。
高齢者の能力が変わらないのに定年を迎えたというだけで賃金や業務内容まで変えてしまう

のは保有戦力を無駄にしてしまうことになりますが、一方で、定年後も定年前と同じ業務を続
けると業務委譲が進まず、後進のキャリア形成を阻害してしまうことにもつながってしまいま
す。
もっとも、高齢者は一般的に経験が豊富で、総合的な判断力を持ち合わせていますので、実

務よりも後進育成などで技能伝承や仕事に対する姿勢など、教育的な面での貢献を期待したい
と思っています。

【経営者の声】はすべて全国味噌工業協同組合連合会会員企業の経営者の方のお話をまとめた
ものです。同業者の方の貴重なご発言です。ぜひとも参考にしてみてください。



１．高齢者がはつらつと働ける職場づくり
－コミュニケーションの活発化と良好な人間関係の構築

【「年寄り」扱いせずに、自社のために働いてくれていることに感謝する】
高齢者の働く意欲を向上させるには、賃金・処遇制度を工夫する以外にも、働く喜びや
誇り、やりがいが感じられるような取り組みを講じることが重要です。そもそも高齢者が
働く目的は金銭目的だけではありません。人や社会の役に立っているという気持ちや、加
齢に伴う体力の低下を防ぎたいという意識、仲間と一緒に働ける喜びも強いはずです。
誇り、やりがいを持って働くのと、ただ惰性で毎日の仕事をこなすのとでは、仕事の成
果に雲泥の差が出ることは明らかです。また、地域に根差した産業である味噌製造業界の
場合、生産者でもあり消費者でもある高齢者は、家族や近隣の知り合いも多く、その言動
は会社や製品のイメージにも大きくかかわってきます。
経営者や管理者は高齢者に対して、高齢になっても自社のために働いてくれているとい
う敬意を払い、また、若年層はいずれ自分も高齢になるという自戒の念を込めて、日頃か
ら高齢者に接していくことが大切です。こうした周囲の方の思いやりに対して自然に高齢
者も感謝の気持ちを抱くようになるという好循環を職場につくっていきたいものです。
休憩時間に経営者が高齢者に対して気さくに声をかけたり、ちょっとしたことでも褒め
たりする、こうした些細なことのように見えることであっても高齢者としてはうれしいも
のです。間違っても「年寄り」扱いはしないようにしましょう。
なお、食事会や社員旅行など各種イベントを開催することで、高齢者と若手・中堅社員
とのコミュニケーションやチームワークの強化を図り、会社で働く従業員全員が一体感を
持って質の高い仕事をしていくといった姿勢を全従業員が持てるようにすることも重要で
す。

−１９−

高齢者はこんなことを思っています
味噌製造業界で働く６０歳以上の方の意見を、２０１２年に実施したアンケート調査結果の自由意

見からピックアップしました。６０歳以上の方と接する際に、「実はこのようなことを思っている
のか」、といった気づきになると思いますので、参考にしてみてください。

・定年を迎えた今は、会社に少しでもお役に立てたらと思って頑張っています。また、一緒に
仕事をしている方と仕事をクリアしていく喜びもあり、毎日が楽しいです。もっともっと働
きたいです。給料は安くても構わないので、体力や仕事への情熱があるかぎり働けたならい
いですね。

・若者にいつか自分も年を取ることと、定年前と比べて給料が少なくなっていることを理解し
てほしいです。

・言動に気を付けてほしいです。命令的な言い方はしないでください。人を傷付ける言葉は使
わないでください。大変でやりたくない仕事を他の人に任せることは良くないと思います。
きつい仕事でも皆で交替でするようになると、社内が明るくなると思います。

・年に何回か、経営者と従業員、従業員同士の親睦を深め、やる気を起こさせるためにレクリ
エーションをして欲しいです。
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味噌製造業界で働く後輩たちへのメッセージ
味噌製造業界で働く６０歳以上の方が後輩たちへ伝えたいことを、２０１２年に実施したアンケー

ト調査結果の自由意見からピックアップしました。自身の長い職業経験を踏まえた若年・中堅
層への貴重なアドバイスです。ぜひとも参考にしてみてください。

・自分を磨く習慣をつくっていくことが大切です。人生は長い、その時その時はつらいこと、
挫折、つまらなく思うこと、いろいろあります。時にかわしながらも、正面からぶつかって
おくことが必要です。その経験が将来に必ず活きます。過去は今日のために、今日は未来の
ためにあると思って…。いろいろなチャンスは万人に等しく与えられます。それをチャンス
と思うかが分れ目です。そのためにも日々観察力を高め、発想力を豊かにし、そして、必ず
決断していきましょう。

・意欲を持って仕事をしましょう。相手の立場に立って考えましょう。アイデアを出してより
良い職場にしましょう。意見、考えがあればどんどん提案しましょう。良い味噌を作り、多
くのお客さんに喜んでもらっていることを誇りに思いましょう。

・味噌はお客さんに食べてもらう、買っていただくという、常にお客さんの気持ちになって、
仕事をする時は「ありがたい」という心をもって仕事をしてほしいと思います。こうした気
持ちで毎日仕事をすることで自然とお客さんも増えると思います。そうすると自分の生活も
安定すると思います。他人を思いやってこそ、自分の生活も安定できると思います。

・先輩の技術を引き出し、それを自分のものにするという意気込みをもって日々の仕事に望ん
でもらいたいと思います。

・仕事をするにあたっては、ひとつふたつ先のことを考えながら作業に当たって取り組むとよ
いと思います。

・若いときに味噌づくりの基礎をしっかり学んでおくと、トラブルが発生しても早く対応でき
るようになります。

・毎日、目標を立てて仕事をやることが大切です。将来を見据えた仕事をしていくことが大切
です。感謝の気持が大切です。自分の仕事に責任を持って整理整頓、衛生面など、緊張感を
持って仕事に取り組むことが大切です。



２．高齢者が無理をしないで働ける職場づくり
－負荷の軽減と若年層との役割分担

【加齢に伴う体力の低下に応じて作業負荷を軽減する】
味噌製造工程においては定期的に設備更新が行われており、その都度機械化や作業の効
率化が図られています。そのため、従来に比べると力仕事はだいぶ少なくなったとよくい
われます。こうした製造工程の変化により、味噌づくりの現場は、従来に比べて高齢者が
格段に働きやすくなったという声があがっています。
そうはいっても味噌づくりにおいては、原料の投入や積み替えし作業など肉体的な負荷
の高い作業も残っています。以前に比べると楽になったり、若年者からすれば、それほど
大変な作業ではなくても、高齢者からすると、「しんどい、体にこたえる」と感じる作業が
まだまだ残っているのです。
高齢者の中にはつらいと感じているにもかかわらず、我慢をしながら作業を続けてしま
い、体が悲鳴を上げてからその事実が公になるというケースも見受けられます。そうなら
ないよう、日頃から高齢者とコミュニケーションを密にし、高齢者の本音を把握しながら、
加齢に伴い体力面等に不安を抱える高齢者に対しては、こうした負荷の高い作業から比較
的負荷の低い工程や作業、例えば充填や包装工程などに異動することが考えられます。

【異動を円滑に行うために多能工として育成する】
「６０の手習い」ではないですが、いくら同じ会社で働くことには変わりはないといっても、
高齢になってから異動し、まったく新しい仕事に就くのに不安を抱く高齢者も少なくない
でしょう。実際、新しい仕事場で戸惑いを感じてしまう高齢者も少なくありません。
したがって、こうした高齢者が負荷の低い業務へ円滑に異動するためには、若いうちに
いろいろな職場・工程を経験させておき、あらかじめ多能工として育成しておくことが効
果的です。
多能工化が進むと応援体制の確立にもつながります。急に退職者が出た場合への対応や、
特定の工程に負荷が集中した場合の応援もしやすくなりますので、とりわけ従業員規模の
小さい企業においては積極的に取り組むことが望まれます。

【高齢者と若年者を同じチームにして作業を分担したり技能を継承する】
高齢者と若年者を同じチームにして作業を分担し、負荷の高い作業は若年者が行うこと
で、高齢者の負担を軽減しているケースも少なくありません。こうした考え方を職場全体
に浸透させることも重要です。
その際、味噌製造にかかわるこだわりの部分については、高齢者と若年者が一緒に働く
ことで味噌製造技術・熟練の技の継承につなげている企業も少なくありません。
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【勤務時間を短くして負荷を軽減する】
自分の体力や健康状態と相談して、また、家族の置かれている状況等から、短日勤務や
短時間勤務を希望する高齢者もいます。こうした高齢者に対しては、一人ひとりの体力や
適性と就労ニーズに合った働き方を実現させるという考え方に基づき、必要に応じて週の
勤務日数を減らしたり、１日の勤務時間を短くして働いてもらう、また、残業はできるだ
けさせないといったことも考えられます。
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【経営者の声】経験に裏打ちされた作業をし、後進の指導にもあたる

味噌製造工程には、２０歳代から４０歳代の３人に加え、７０歳代と前工場長で８４歳の嘱託従業員
がいます。この２人は、機械の修繕や作業工程の見直し、また、伝統的手法に則った手づくり
による麹と機械生育の麹との比較など、経験に裏打ちされた作業をするとともに後進の指導に
もあたっています。また、新製品の開発に向けた味の評価などにも携わっています。まだまだ
当社に欠かせない存在です。

【経営者の声】高齢者については、今後、午前のみ、午後のみの勤務も

重いものを運んだりするのは若手が中心で、高齢者は、比較的負荷の低い、製函や箱詰めを
したり、味噌を詰めるラインなど充填部門や扱う物の形が小さい後工程の部分を担当してもら
うようにしています。
ただし、再雇用者を充填工程などの軽作業を中心に配置していくと、再雇用者が増えた場合、

職場が不足してしまう恐れがありますので、今後は再雇用者の活用の仕方、運用の仕方をどの
ようにしていくかを考えていかなければならないと考えています。今後は午前のみの勤務、午
後のみの勤務を組み合わせていくなどの対応を検討する必要があると思っています。

【経営者の声】高齢者は土曜日全休、平日も半休などを認めている

会社としては月のうち１回だけ土曜日を休日にしていますが、６０歳を超えた従業員に関して
は全ての土曜日を休みにしています。忙しいときには土曜日であっても他の社員と同様出勤し
てもらうこともありますが、それでも短時間手伝ってもらう程度です。
加えて、平日であっても通院など必要がある場合は半休なども認めており、比較的融通のき

く勤務形態にしています。

【経営者の声】加齢に伴う体力の低下に応じて職場を異動

体力的にきついと思われる業務に就いている高齢者に対しては、定年到達を機に、本人の意
向を確認しながら、体力に合った工程・職場に再配置しています。たとえば、味噌製造部門の
場合、体力的に比較的楽な包装の工程に異動させることが多くなっています。
また、定年後の勤務時間や就業日数についても、本人の意向を最大限に尊重して決めていま

す。



３．高齢者が安心・安全に働ける職場づくり
－作業環境の改善と安全・健康対策の充実

【できるところから作業環境の改善を図る】
味噌製造工程で働く高齢者からは、工場内の湿度が高かったり、寒暖差があるので体調
管理が難しいという声が寄せられています。
高齢者については寒暖の差が激しい作業にはできるだけ就かせないといった配慮をして
いる企業もありますが、まずは衣服で調整してもらったり、スポットクーラーやストーブ
の設置などできる範囲で配慮・工夫することが求められます。
また、湿度の高い工場内で作業をする場合は、適宜、工場外で休憩を取れるような時間
を確保することが求められます。

【加齢に伴う身体機能の衰えをカバーするための配慮を行う】
加齢に伴い運動能力や平衡感覚、筋力、反射神経等の衰えが散見される高齢者も出てき
ます。したがって、工場内はできるだけ段差をなくしてつまずきによる怪我を防いだり、
原材料等の重量物の搬送に当たっては台車の活用や原材料等を投入しやすくするような治
具の開発等も考えられます。
また、ライン作業に当たっている高齢者も少なくありませんが、その場合、機械やコン
ベアのスピードにも一定の配慮をすることが求められます。

【日頃から作業安全・事故防止の注意喚起を行う】
危険作業への対処や労働災害の防止のため、日頃から朝礼等で作業安全・事故防止の注
意喚起を行ったり、定期的な安全に関する会議を開催するなども重要です。
あわせて健康診断の受診を徹底させたり、毎朝健康チェックを行う、日常的に声かけを
行うなど、従業員、とりわけ健康面の不安が増してくる高齢者に対して配慮をすることが
求められます。

【高齢者に対する配慮を従業員全員の働きやすさにつなげる発想が重要】
本来、安全衛生、職場環境の改善といった取り組みは全社員に対して行わなければなら
ないことであり、特に高齢者に限定して行われるものではありませんが、加齢に伴う心身
機能の低下に対して安全の徹底や負荷軽減といった配慮をしていくなかで、結果として高
齢者だけではなく、企業で働く従業員全員にとって安全で働きやすい作業環境にしていく
という発想が求められます。
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【経営者の声】スポットクーラーやストーブを設置

製造現場では、体調管理に十分に配慮するために、スポットクーラーやストーブを設置した
り、包装部門では冷暖房を完備したりするなど、無理のない環境で働けるように工夫していま
す。
また、体調不良の際には、会社のかかりつけの医院で診察を受けられるようにしています。

【経営者の声】日常的に職場の長に高齢者の様子を注意して見るように伝えている

年に１回の健康診断結果を全て会社が集約し、精密検査が必要な者には個別に通院や再検査
を勧めています。また、日常的に職場の長に高齢者の様子を注意して見るように伝え、声がけ
したり、何かあれば相談しやすい雰囲気づくりを心掛けています。
安全面については、毎月２回、安全衛生事項の順守と安全衛生委員会で指摘された課題への

改善がなされているかどうかをチェックする会議を開催しています。この会議の内容は、毎月
１日の全員朝礼で発表し、決まったことを順守するよう指示しています。

【経営者の声】こだわりが必要な部分以外は機械化、効率化を図る

誰も真似ができない付加価値の高い味噌を作ることを心がけています。そのため、味噌づく
りでも、こだわりのある部分は昔ながらの手法で手間をかけてやりますが、そうでないものに
ついては機械化し、効率化を進めています。それにより、今まで３人かかっていたところを２
人で済む、同じ人数でも短時間で済む、そして１人でも作業ができるようにすることを目指し
ています。
ただし、でき上がった最終製品を運搬する際に、また、原材料の投入部分、一部残っている

味噌の掘り出しと調整の部分では、いまだ力仕事が必要になります。非力な人がこうした作業
を行うのは危険であり、思わぬ事故につながってしまうことから、従業員の意見を聞きながら、
きつい作業部分はなるべく機械化を進めることで、労災などを起こさないよう対処しています。
従業員にも“味噌屋”としてのプライドがあり、特にベテランにその傾向が強く、つい無理を
しがちですが、体力的にできない、きつい作業については、作業の効率化も考え、可能な限り
早く機械化を進めるようにしています。たとえば、３００kgにも達する大豆の投入作業も、従業
員の意見を取り入れて機械化しました。重量物の運搬の際に、横移動は台車で移動し、上下動
は油圧の動力で行うという形に変えています。また、機械の動力が入る巻き込まれの危険性が
ある作業については、原則２人の従業員で行うようにしています。
こうした取り組みが功を奏して、無理な作業がなくなり、以前は多かった腰痛も減り、結果

として会社を休む者も少なくなりました。機械化、自動化は作業の正確性をも促進することか
ら、経験のある人が長く勤められるようになり、会社としてもメリットが大きいと考えていま
す。
また、醸造は自然に任せるところがあり、夏は暑く、冬は寒いという寒暖差があるので、衣

服で調整してもらったり、暑い時は冷却室に入ってもらうことで対応しています。冷暖房完備
の休憩室も用意しました。高齢者については、暑いところや寒いところでの作業にはなるべく
就かせないようにしています。
このほか、毎朝、体調が良いかどうか、切り傷がないかどうかなどの健康チェックをしてい

ます。



４．高齢者が高い意欲を持って働き続けられる職場づくり
－頑張りを評価しそれに報いる賃金制度の整備

【再雇用者についてはあらかじめ労働条件を説明し納得した上で働いてもらう】
定年制のある企業においては、再雇用に当たって、定年到達以前と労働条件が変更され
るケース、とりわけ賃金が減額になるケースが少なくありません。その場合、何故、労働
条件が変更されるのか、賃金が下がるのか、といったことについて高齢者が理解していな
いと、賃金や異動、降格に不満を持つ高齢者の働く意欲が低下してしまいます。働く意欲
の低下は、作業効率の低下や注意力の散漫などにつながり、職場の人間関係を悪くしたり、
思わぬ事故や怪我を招いてしまいます。
再雇用者の賃金は、会社が「何をどのように、どのくらいやってほしいか」を明確にし、
それに見合った額を設定することが重要です。その上で、就いてもらいたい仕事や役割、
労働時間、賃金等を事前に伝え、双方が話し合うことで、働く上での納得性が高まり、高
齢者が高い意欲を持って働き続けられることになります。これから定年を迎える方の中に
もこうした事前の話し合いを希望する方が多いことから、積極的にこうした話し合いの場、
コミュニケーションの場をつくっていくことが求められます。

【在職老齢年金や高年齢雇用継続給付といった公的給付を活用する】
定年前後で賃金が下がったとしても、在職老齢年金や高年齢雇用継続給付といった公的
給付を活用することで、高齢者の手取り収入が一部補てんされることがあります。
２０１３年４月から厚生年金の支給開始年齢が引上げられたことで、在職老齢年金は、男性
の場合、現行では６１歳以降にならないと受給できません（女性は昭和３３年４月２日生まれ
以降の方から受給年齢が引上げられます）が、一定の条件を満たせば、高年齢雇用継続給
付は性別にかかわりなく６０歳から受給できますので、まずはこうした公的給付の内容を把
握したうえで、自社の賃金制度を見直したり、高齢者に対しても説明していくことが求め
られます。

【在職老齢年金の支給開始年齢の引上げに伴い賃金制度をどうするか】
従業員規模が大きくなるにつれて、公的給付の受給を踏まえた賃金設定をしている企業
が多くなりますが、２０１３年４月から、年金の支給開始年齢の引上げにより在職老齢年金が
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話し合いに当たっては、再雇用後の労働条件を記した文書を基に行うと、お互い誤解がなく、
うまくいくケースが多いようです。
参考資料４「有期雇用契約社員 雇用契約書（例）」（３４ページ）を参考にしてください。

・高年齢雇用継続給付とは、６０歳以上６５歳未満で給料が６０歳以前の７５％未満に下がり、失業手
当や再就職手当を受け取らずに働いている人に毎月分支給される給付金です。

・在職老齢年金とは、年金支給開始年齢以上７０歳未満で在職中の人（厚生年金加入者）が、収
入に応じて年金額が調整されて支給される制度です。ボーナスと基本月額に応じて年金額の
一部または全部が支給停止となります。

（詳しくは参考資料６「在職老齢年金と高年齢雇用継続給付のしくみ」（３８ページ）をご覧くだ
さい。）



支給されなくなった方は、それ以前に６０歳になっており在職老齢年金が支給されている方
と比べて手取り収入が減ることになってしまいます。
こうした事態に対して企業としてどのようなスタンスで臨むのか、あらかじめ以下のよ
うな視点から検討しておくことが求められます。

【高齢者の働きに応じて賃金額を変えることも働く意欲の向上につながる】
賃金の設定については、従業員の働く上での満足度に関して大きな影響を与えます。味
噌製造業界で働く高齢者も「給与のしくみ・決め方や評価の仕方」については満足してい
ないとする方も少なくないことから、会社として就いている仕事の難易度や高齢者の働き
ぶりをしっかりと評価し、その評価に基づき賃金額を変えるなど、働く意欲の向上と絡め
ながら、自社の賃金制度を見直していくことが求められます。

−２６−

【参考】６０歳以降の方の賃金決定についての考え方
１．在職老齢年金が支給されない間も、現在の賃金水準は変えない
２．在職老齢年金部分に見合う分をカバーするために、在職老齢年金が支給されない期間の賃
金を引上げる

３．これを機に、賃金を年金と関連させる方式から本人の能力や仕事内容によって決める方式
に変更する

【経営者の声】今後は６５歳定年を前提として、抜本的に制度を変えていくことも
再雇用後の年収ベースで、税込み、賞与込みで１８０万円、定年到達時の年収の４０～５０％の水準

となります。
今後は、６５歳定年を前提に、従業員の生涯賃金や退職金等、あらゆる角度からシミュレーショ
ンを行い、抜本的に制度を変えていく必要性があると感じています。

【経営者の声】業績に応じて正社員の８０％程度の賞与を支給
再雇用者の賃金は、定年到達時の約８０％としており、６５歳まで原則として金額は変わりませ

ん。定年到達時給料の７５％以上なので高年齢雇用継続給付は支給されませんが、現状の給料水
準を考慮すると余り下げるわけにはいかないと考えています。なお、賞与については、業績に
応じて正社員の８０％程度の金額を支給しています。

【経営者の声】経営者と従業員、また、社会保険労務士を交えて労働条件を決定
６０歳定年の１年くらい前に、経営者と従業員、また、社会保険労務士を交えて、定年後の生
活設計に応じて、賃金や勤務日数、勤務時間などを会社と本人双方が納得する形で決めていく
ことになります。あらかじめ会社が契約している社会保険労務士に可能な限り本人に係るデー
タを開示し、在職老齢年金、高年齢雇用継続給付などの公的給付等の最大給付を前提とした労
働条件のシミュレーションを行ってもらい、その結果を本人に提示しています。
会社としては、再雇用後も定年前とほぼ同じ収入を確保できるように留意しており、会社都

合で一方的に賃金等の労働条件を決めることはありません。

【経営者の声】事前に再雇用時の労働条件に関する資料を渡し、家族の理解を得る
再雇用にあたっては、給与は時給制に移行します。また、勤務日数や勤務時間、また、年金

との兼ね合いなどから定年後の収入を計算し、それを詳しく説明したうえで、契約するかどう
か決めてもらっています。
再雇用に当たっては本人だけでなく、家族の理解も必要になります。したがって、定年の３

か月ぐらい前を目途に再雇用時の労働条件に関する資料を本人に渡して家族で話し合ってもら
うようにしています。



参考資料１）高齢・障害・求職者雇用支援機構による相談・援助
－高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助の実施－

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構では、高齢者の雇用問題に関する専門
家である高年齢者雇用アドバイザーを全国に配置し、高齢者雇用を促進するために必要な
人事管理制度の見直しや職場改善などについての相談・助言を行うとともに生涯現役社会
の実現を目指すため、「７０歳まで働ける企業」の普及・促進のための活動を行い、企業の
ニーズや実情に即した専門的、実践的な相談援助を行っています。
相談は無料ですので、ぜひご利用ください。

○高年齢者雇用アドバイザーとは
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（高齢法）において、定年の引上げや廃止、
継続雇用制度の導入等により希望者全員の６５歳までの高年齢者雇用確保措置の実施が事業
主に義務づけられています。
定年の引上げや廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入や定着を図るととも
に、高齢者が能力を発揮して働くことができる環境を実現するためには、賃金・退職金制
度を含む人事管理制度の見直し、職業能力の開発及び向上、職域開発・職場改善等、さま
ざまな条件整備に取り組む必要があります。
そこで、企業における条件整備の取り組みを援助するため、高齢者雇用問題に精通した
経営・労務コンサルタント、中小企業診断士、社会保険労務士等、専門的・実務的能力を
有する人達を高年齢者雇用アドバイザーとして認定し、全国に配置しています。

（１）相談・助言
高年齢者雇用アドバイザーは、高年齢者雇用確保措置の導入や拡大、雇用管理の改善等
に取り組む企業からの要請等に基づき企業を訪問し、企業診断システムを活用するなどし、
条件整備に伴う阻害要因の発見・整理、問題解決のための手順・方法等具体的課題につい
ての相談に応じ、専門的かつ技術的な助言を行います。（無料）

（２）企業診断システム
企業における高齢者の雇用環境の整備を援助するために各種の企業診断システムを開発
し運用しています。簡単な質問票にご記入いただくだけで、高齢者を活用するための課題
を見つけ出し、高年齢者雇用アドバイザー等がその課題解決策についてわかりやすくアド
バイスします。（無料）
〔企業診断システムの内容〕
○健康管理診断システム
○雇用管理診断システム
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○職場改善診断システム
○教育訓練診断システム
○仕事能力把握ツール
○雇用力評価ツール

（３）企画立案サービス
高年齢者雇用アドバイザーによる相談・助言によって明らかになった条件整備のために
必要な個別・具体的課題について、人事処遇制度や職場改善等条件整備についての具体的
な改善策を企業からの要請に基づき、高年齢者雇用アドバイザーが作成し提案します。
〔企画立案サービスの費用〕
企画立案サービスは有料ですが、経費の２分の１を機構が負担します。

（４）就業意識向上研修
就業意識向上研修は、高齢期の職業生活に向けての意欲を高める等を中心とした研修を
行うことを通じて、継続雇用制度の導入・定着等を中心とする年齢にかかわりなく働ける
企業実現のための条件整備の推進を図ることを目的とした研修です。
〔就業意識向上研修の内容〕
〇就業意識向上研修の種類
・職場管理者研修：中高年従業員や継続雇用者等で構成する職場管理者・監督者を
対象
・中高年齢従業員研修：概ね４５歳以上の中高年齢従業員を対象

〔就業意識向上研修の費用〕
就業意識向上研修は有料ですが、経費の２分の１を機構が負担します

以上の内容につきましては、最寄りの高齢・障害者雇用支援センター（次ページ参照）
へお問い合わせください。
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－２９－

高齢・障害者雇用支援センター問い合わせ先
平成２５年８月末日現在

電話番号（代表）所在地名称

０１１−２００−６６８５札幌市中央区北４条西４−１ 札幌国際ビル４階〒０６０−０００４北海道高齢・障害者雇用支援センター

０１７−７２１−２１２５青森市中央１−２５−９ あおばビル中央６階〒０３０−０８２２青森高齢・障害者雇用支援センター

０１９−６５４−２０８１盛岡市菜園１−１２−１０ 日鉄鉱盛岡ビル５階〒０２０−００２４岩手高齢・障害者雇用支援センター

０２２−７１３−６１２１仙台市青葉区中央３−２−１ 青葉通プラザ１３階〒９８０−００２１宮城高齢・障害者雇用支援センター

０１８−８８３−３６１０秋田市山王３−１−７ 東カンビル３階〒０１０−０９５１秋田高齢・障害者雇用支援センター

０２３−６７４−９５６７山形市香澄町２−２−３１ カーニープレイス山形３階〒９９０−００３９山形高齢・障害者雇用支援センター

０２４−５２６−１５１０福島市三河北町７−１４ 福島職業訓練支援センター内〒９６０−８０５４福島高齢・障害者雇用支援センター

０２９−３００−１２１５水戸市城南１−１−６ サザン水戸ビル７階〒３１０−０８０３茨城高齢・障害者雇用支援センター

０２８−６１０−０６５５宇都宮市大通２−１−５ 明治安田生命宇都宮大通りビル２階〒３２０−０８１１栃木高齢・障害者雇用支援センター

０２７−２８７−１５１１前橋市天川大島町１３０−１ ３階〒３７９−２１５４群馬高齢・障害者雇用支援センター

０４８−８１４−３５２２さいたま市浦和区北浦和４−５−５ 北浦和大栄ビル５階〒３３０−００７４埼玉高齢・障害者雇用支援センター

０４３−２０４−２９０１千葉市美浜区幸町１−１−３ ５階〒２６１−０００１千葉高齢・障害者雇用支援センター

０３−５６３８−２２８４東京都墨田区江東橋２−１９−１２ ５階〒１３０−００２２東京高齢・障害者雇用支援センター

０４５−６４０−３０４６横浜市中区北仲通４−４０ 商工中金横浜ビル５階〒２３１−０００３神奈川高齢・障害者雇用支援センター

０２５−２２６−６０１１新潟市中央区西堀通６−８６６ NEXT２１ビル１２階〒９５１−８０６１新潟高齢・障害者雇用支援センター

０７６−４７１−７７７０富山市桜橋通り１−１８ 住友生命富山ビル７階〒９３０−０００４富山高齢・障害者雇用支援センター

０７６−２５５−６００１金沢市昭和町１６−１ ヴィサージュ１階〒９２０−０８５６石川高齢・障害者雇用支援センター

０７７６−２２−５５６０福井市大手２−７−１５ 明治安田生命福井ビル１０階〒９１０−０００５福井高齢・障害者雇用支援センター

０５５−２３６−３１６３甲府市丸の内２−７−２３ 鈴与甲府ビル１階〒４００−００３１山梨高齢・障害者雇用支援センター

０２６−２６９−０３６６長野市南県町１０４０−１ 日本生命長野県庁前ビル６階〒３８０−０８３６長野高齢・障害者雇用支援センター

０５８−２５３−２７２３岐阜市橋本町２−２０ 濃飛ビル５階〒５００−８８５６岐阜高齢・障害者雇用支援センター

０５４−２０５−３３０７静岡市葵区黒金町５９−６ 大同生命静岡ビル７階〒４２０−０８５１静岡高齢・障害者雇用支援センター

０５２−５３３−５６２５名古屋市中村区名駅４−２−２８ 名古屋第二埼玉ビル４階〒４５０−０００２愛知高齢・障害者雇用支援センター

０５９−２１３−９２５５津市島崎町３２７−１ ２階〒５１４−０００２三重高齢・障害者雇用支援センター

０７７−５２６−８８４１大津市末広町１−１ 日本生命大津ビル３階〒５２０−００５６滋賀高齢・障害者雇用支援センター

０７５−２５４−７１６６京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町９９ 四条SETビル５階〒６００−８００６京都高齢・障害者雇用支援センター

０６−４７０５−６９２７大阪市中央区久太郎町２−４−１１ クラボウアネックスビル３階〒５４１−００５６大阪高齢・障害者雇用支援センター

０７８−３２５−１７９２神戸市中央区栄町通１−２−７ 大同生命神戸ビル２階〒６５０−００２３兵庫高齢・障害者雇用支援センター

０７４２−３０−２２４５奈良市三条本町９−２１ JR奈良伝宝ビル６階〒６３０−８１２２奈良高齢・障害者雇用支援センター

０７３−４９９−４１７５和歌山市六番丁２４ ニッセイ和歌山ビル６階〒６４０−８１５４和歌山高齢・障害者雇用支援センター

０８５７−５０−１５４５鳥取市東品治町１０２ 鳥取駅前ビル３階〒６８０−０８３５鳥取高齢・障害者雇用支援センター

０８５２−６０−１６７７松江市殿町１１１ 山陰放送・第一生命共同ビル３階〒６９０−０８８７島根高齢・障害者雇用支援センター

０８６−８０１−５１５０岡山市北区下石井２−１−３ 岡山第一生命ビル４階〒７００−０９０７岡山高齢・障害者雇用支援センター

０８２−５１１−２６３１広島市中区八丁堀１６−１４ 第２広電ビル７階〒７３０−００１３広島高齢・障害者雇用支援センター

０８３−９９５−２０５０山口市中央５−７−３ 山口センタービル２階〒７５３−００７４山口高齢・障害者雇用支援センター

０８８−６１１−２３８８徳島市出来島本町１−５ ５階〒７７０−０８２３徳島高齢・障害者雇用支援センター

０８７−８１４−３７９１高松市花ノ宮町２−４−３ 香川職業訓練支援センター内〒７６１−８０６３香川高齢・障害者雇用支援センター

０８９−９８６−３２０１松山市南堀端町５−８ オワセビル４階〒７９０−０００６愛媛高齢・障害者雇用支援センター

０８８−８６１−２２１２高知市駅前町５−５ 大同生命高知ビル７階〒７８０−００５３高知高齢・障害者雇用支援センター

０９２−７１８−１３１０福岡市中央区舞鶴２−１−１０ ORE福岡赤坂ビル５階〒８１０−００７３福岡高齢・障害者雇用支援センター

０９５２−３７−９１１７佐賀市駅南本町５−１ 住友生命佐賀ビル５階〒８４０−０８１６佐賀高齢・障害者雇用支援センター

０９５−８１１−３５００長崎市出島町１−１４ 出島朝日生命青木ビル５階〒８５０−０８６２長崎高齢・障害者雇用支援センター

０９６−３１１−５６６０熊本市中央区水道町８−６ 朝日生命熊本ビル３階〒８６０−０８４４熊本高齢・障害者雇用支援センター

０９７−５４８−６６９１大分市金池町１−１−１ 大交セントラルビル３階〒８７０−００２６大分高齢・障害者雇用支援センター

０９８５−７７−５１７７宮崎市橘通東５−４−８ 岩切第２ビル３階〒８８０−０８０５宮崎高齢・障害者雇用支援センター

０９９−２１９−２０００鹿児島市山之口町１−１０ 鹿児島中央ビル１１階〒８９２−０８４４鹿児島高齢・障害者雇用支援センター

０９８−９４１−３３０１那覇市おもろまち１−３−２５ 沖縄職業総合庁舎４階〒９００−０００６沖縄高齢・障害者雇用支援センター



参考資料２）関係機関のホームページ一覧

■ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
〈http://www.jeed.or.jp/〉

○事業主の方へ（高齢者雇用について）
〈http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/elder01.html〉

・高齢者雇用について相談したい
・助成金について知りたい
・「７０歳雇用について知りたい」
・各種セミナー・イベント
・どんな調査研究があるか知りたい
・高齢者雇用のための快適な職場づくり
・再就職・退職準備の援助をしたい 等
○高年齢者の方へ

〈http://www.jeed.or.jp/elderly/person/person02.html〉
→お問い合わせは最寄りの高齢・障害者雇用支援センターへ

〈http://www.jeed.or.jp/jeed/location/loc01.html#06〉

■ 厚生労働省 〈http://www.mhlw.go.jp/〉
○高年齢者雇用対策について
〈http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/〉

－３０－

【高年齢者活用事例の紹介】

◯ 職場改善の事例をお探しの方
〈http://www.jeed.or.jp/activity/education/comfortable/syokuba.html〉

◯ ワークシェアリング等の高齢者雇用に関する事例をお探しの方
〈http://www.jeed.or.jp/data/elderly/elderly01.html#09〉



参考資料３）高年齢者雇用安定法（抜粋）

第８条 事業主がその雇用する労働者の定年（以下単に「定年」という。）の定めをする場
合には、当該定年は、６０歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労
働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省
令で定める業務に従事している労働者については、この限りではない。

【旧法】（平成２５年３月３１日まで）
第９条 定年（６５歳未満のものに限る。以下この条において同じ。）の定めをしている事業
主は、その雇用する高年齢者の６５歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲
げる措置（以下「高年齢者雇用確保措置」という。）のいずれかを講じなければならな
い。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度（現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をそ
の定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。）の導入
三 当該定年の定めの廃止

２ 事業主は、当該事業者に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半
数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る
基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項二号に掲げる措置を講じた
ものとみなす。

第１０条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及
び助言をすることができる。
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主が
なお前条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高年齢者雇
用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。

－３１－



【新法】（平成２５年４月１日から）

第９条 定年（６５歳未満のものに限る。以下この条において同じ。）の定めをしている事業
主は、その雇用する高年齢者の６５歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲
げる措置（以下「高年齢者雇用確保措置」という。）のいずれかを講じなければならな
い。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度（現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をそ
の定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。）の導入
三 当該定年の定めの廃止

２ 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主（当該事業主の経営を実質的に支配す
ることが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主と
して厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項において同じ。）との間で、当該事
業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定
年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約
に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。
３ 厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用（心
身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。）に関
する指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。
４ 第６条第３項及び第４項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。

第１０条の見出しを「（公表等）」に改め、同条に次の一項を加える。
３ 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が
これに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

－３２－

①第９条関係・・・第９条１項は変わりませんが、旧第９条２項が削除され、新たに第９条２
項～４項が加わります。
・これにより、継続雇用制度の対象者を労使で定めた基準に基づき選定することができなく
なりますが、「心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等」の継続雇用制度における取扱
いについては、指針で別途定められています。

・なお、この措置には経過措置が設けられており、年金受給開始年齢以降については労使で
定めた基準に基づき対象者を選定することができます。

・継続雇用制度の対象者の範囲が拡大されます。現行法では、連結子会社等緊密性のある企
業に限定されていますが、改正法では、議決権５０％以上の子会社や議決権２０％以上の関連
会社、また、同じ企業グループ内であれば子会社間まで継続雇用先企業の範囲を拡大でき
ます。

②第１０条関係・・・第１０条３項に、「高年齢者雇用確保措置」に関する勧告に従わない企業名を
公表する規定が設けられました。



附 則
（施行期日）
１ この法律は、平成２５年４月１日から施行する。
（準備行為）
２ この法律による改正後の第９条第３項に規定する指針の策定及びこれに関し必要な手
続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項及び同条第４項の規定の例によ
り行うことができる。
（経過措置）
３ この法律の施行の際現にこの法律による改正前の第９条第２項の規定により同条第１
項第２号に掲げる措置を講じたものとみなされている事業主については、同条第２項の
規定は、平成３７年３月３１日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同
項中「係る基準」とあるのは、この法律の施行の日から平成２８年３月３１日までの間につ
いては「係る基準（６１歳以上の者を対象とするものに限る。）」と、同年４月１日から平
成３１年３月３１日までの間については「係る基準（６２歳以上の者を対象とするものに限
る。）」と、同年４月１日から平成３４年３月３１日までの間については「係る基準（６３歳以
上の者を対象とするものに限る。）」と、同年４月１日から平成３７年３月３１日までの間に
ついては「係る基準（６４歳以上の者を対象とするものに限る。）」とする。

注）太字が改正された部分です。

－３３－



参考資料４）有期雇用契約社員 雇用契約書（例）

－３４－

年 月 日から 年 月 日まで雇 用 期 間

勤 務 場 所

仕事の内容

月 火 水 木 金 土 日 （就業日に○）就 業 日

時 分から 時 分まで（うち休憩時間 分）勤 務 時 間

休 日

１ 所定外労働をさせることが（ 有 ／ 無 ） →（最大 時間程度）
２ 休日労働をさせることが （ 有 ／ 無 ） →（ ）

所定外労働

１ 年次有給休暇の付与ならびに実施については、一般社員として引き続き在籍するものとして
取扱う

２ その他の休暇（ ）
休 暇

１ 基本給 イ 時間給 ロ 日給 ハ 月給（ 円）
２ 通勤手当 （ 円／１カ月）
３ 割増賃金率
イ 所定外 ａ 法定超 月６０時間以内（ ％）

月６０時間超 （ ％）
ｂ 所定超（ ％）

ロ 休 日 ａ 法定 （ ％） ｂ 法定外（ ％）
ハ 深 夜 （ ％）

４ 賃金締切日（毎月 日）
５ 賃金支払日（毎月 日）
６ 賃金の支払い方法（ ）
７ 賃金支払時の控除（法に定める所得税・住民税・社会保険料、遅刻・早退・欠勤・外出・出
勤停止等による不就労時間または不就労日に相当する部分の賃金）

８ 昇 給（ 有 ／ 無 ）→（時期、金額 ）
９ 賞 与（ 有 ／ 無 ）→（時期、金額 ）
１０ 退職金（ 有 ／ 無 ）→（時期、金額等 ）

賃 金

１ 本人が希望し、かつ、一般社員に対する就業規則第○条（退職事由）または第○条（解雇事
由）に該当する事由がない場合は、満６５歳まで１年ごとに契約を更新する。

２ ただし、期間満了の○か月前までに労働条件についての書面での合意に達しない場合につい
ては更新しないことがある。

３ 更新する場合であっても同一の労働条件を保障しない。

契約更新の
有無とその
判断基準等

当社嘱託社員に対する就業規則第 条～第 条による。
退職に
関する事項

１ 社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 その他（ ））
２ 雇用保険の有無（ 有 ／ 無 ）
上記以外の労働条件等については、当社嘱託社員に対する就業規則による。

そ の 他

年 月 日
会 社

本 人 住所
氏名



参考資料５）高齢者雇用に関わる各種助成金一覧

１．高年齢者雇用安定助成金
誰でも意欲と能力がある限り、年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社
会の実現に向けて、高年齢者の雇用環境の整備や労働移動の受入を行う事業主への助成金
があります。
（１）高年齢者活用促進コース
●支給対象事業主：高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施した事業主
●支給金額：上限５００万円

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置に要した費用の２分の１（中小
企業事業主は３分の２）に相当する額（１年以上継続して雇用している６０歳以上
の雇用保険被保険者１人につき２０万円が上限となります）

●支給要件：下図の高年齢者活用促進措置を実施していることの他、高年齢者雇用安定
法に違反していないことなどの要件があります。
●問い合わせ先：最寄りの各都道府県高齢・障害者雇用支援センター（２９ページ参照）

（２）高年齢者労働移動支援コース
●支給対象事業主：定年を控えた高年齢者で、他の企業での雇用を希望する者を、民間
の職業紹介事業者（＊１）の紹介により雇い入れる事業主
●支給金額：支給対象者１人につき７０万円（短時間労働者（＊２）の場合は１人につき
４０万円）
●雇入れの条件：
①対象労働者（＊３）が移籍元事業所の定年に達する１年前から、当該定年に達する
までの間に、当該対象労働者との間で労働契約を締結すること。
②対象労働者と移籍元事業主との間で、移籍することについて同意していること。
③対象労働者を民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れること。
④雇い入れた対象労働者を６５歳以上まで雇用する見込みがあること。
この他、支給対象事業主が当該対象労働者の雇い入れの前日から起算して６か月前

－３５－

高年齢者を積極的に活用しようとする企業

環境整備
計画の策定

高年齢者活用促進措置
①新たな事業分野への進出等
②機械設備・作業環境の導入・改善
③高年齢者の雇用管理制度の整備
④70歳以上まで働ける制度の導入
計画実施期間（２年以内）

高年齢者が
いきいきと働
ける職場拡大

高齢・障害・求職者雇用支援機構
（事業所所在地の高齢・障害者雇用支援センター経由）

計画申請 計画認定⇅ 支給申請 支給決定⇅



の日から１年を経過する日までの間に雇用保険被保険者を事業主都合により解雇し
ていないこと、高年齢者雇用安定法に違反していないことなどの要件があります。

●支給申請：雇い入れ日の６か月を経過した日から２か月以内に機構あて支給申請
●問い合わせ先：最寄りの各都道府県高齢・障害者雇用支援センター（２９ページ参照）
（＊１）雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹

介事業者
（＊２）１週間の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満の方
（＊３）移籍元事業所に在籍する６５歳未満の雇用保険被保険者

－３６－



２．特定求職者雇用開発助成金〈新規に高齢者を雇い入れた場合〉
（１）特定就職困難者雇用開発助成金（６０歳以上６５歳未満）
●６０歳以上６５歳未満の高年齢者等の就職困難者を、公共職業安定所（ハローワーク）の
紹介により（＊１）、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れることが要件です。

●受給額・期間は労働時間により異なります。

●申請者：事業主
●問い合わせ先：最寄りの労働局、公共職業安定所（ハローワーク）

（２）高年齢者雇用開発特別奨励金（６５歳以上）
●６５歳以上の離職者（雇入時点、満年齢）を公共職業安定所（ハローワーク）の紹介に
より（＊２）、一週間の所定労働時間が２０時間以上の労働者として雇い入れること（１
年以上継続して雇用することが確実な場合に限る）が要件です。
●受給額・期間は労働時間や企業規模により、以下の通りです。

●申請者：事業主
●問い合わせ先：最寄りの労働局、公共職業安定所（ハローワーク）

３．トライアル雇用奨励金〈中高年者を試行的に雇い入れたい場合〉
●４５歳以上の中高年齢者（＊３）で、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定
所長が認める者を、公共職業安定所（ハローワーク）の紹介により試行的に短期間
（原則３か月）雇用する場合に支払われます。
●受給額：対象労働者一人につき、月額４０，０００円（実働日数に応じて変動）。
●受給期間：上限３か月。
●申請者：事業主
●問い合わせ先：最寄りの労働局、公共職業安定所（ハローワーク）
（＊１）または「適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により」。
（＊２）（同上）
（＊３）原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して１年前の

日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が６か月以上あった方。

－３７－

助成対象期間支給額対象労働者（一般被保険者） 中小企業大企業中小企業大企業
１年１年９０万円５０万円６０歳以上６５歳未満の高年齢者【短時間労働者以外】
１年１年６０万円３０万円６０歳以上６５歳未満の高年齢者【短時間労働者（＋）】

（＋）週当たりの所定労働時間が２０時間以上３０時間未満の者

助成対象期間支給額対象労働者（一般被保険者） 中小企業大企業中小企業大企業

１年１年９０万円５０万円６５歳以上の高年齢者
【週当たりの労働時間が３０時間以上】

１年１年６０万円３０万円６５歳以上の高年齢者
【週当たりの労働時間が２０時間以上３０時間未満】



参考資料６）在職老齢年金と高年齢雇用継続給付のしくみ

１．在職老齢年金のしくみ
６０歳以降は、企業が支払う賃金が高いほど、従業員の毎月の手取り収入が多くなるとは
限りません。厚生年金の支給開始年齢（２０１３年度現在、男性は６１歳、女性は６０歳。）以降も
正社員などとして働き続けると、賃金の額に応じて厚生年金が減額されて支給されます。
これを「在職老齢年金」といいます。
減額対象になるのは、６５歳未満の場合、本来の年金額と月額換算の賃金（年収の１２分の

１）の合計が２８万円を超える方です。
なお、労働時間が正社員の概ね４分の３未満の方の場合は、厚生年金の加入者ではあり
ませんので、厚生年金は減額されずに全額受給できます。

一方、６５歳以上７０歳未満の厚生年金被保険者を対象とした在職老齢年金は、老齢厚生年
金の月額と総報酬月額相当額の合計が４６万円を超える場合、超えた部分の２分の１が支給
停止されます。

－３８－

図表 ６０歳代前半の在職老齢年金 支給停止額（年額）

（総報酬月額相当額×0.5）×12

｛（基本月額＋総報酬月額相当額
－28万円）×0.5｝×12

｛（基本月額＋46万円－28万円）×0.5
＋（総報酬月額相当額－46万円）｝×12

｛46万円×0.5
＋（総報酬月額相当額－46万円）｝×12

46万円以下

46万円を超える

46万円以下

46万円を超える

合計額 総報酬月額相当額 支給停止年額

基本月額＋総報酬月額相当額
が28万円以下

基本月額が
28万円以下

28
万
円
を
越
え
る

基
本
月
額
＋
総
報
酬
月
額
相
当
額
が

基本月額が
28万円を
超えている

停止額 0円 全額支給

注１）総報酬月額相当額…月額換算の賃金（賞与込みの年収の１２分の１）
注２）基本月額…年金額を１２か月で除した額
注３）算定の前提となる２８万円及び４６万円の水準は、マクロ経済スライドにより毎年見直され

ます（この金額は平成２５年現在のものです）。
注４）支給停止額が基本月額を超えたときは、加給年金額は全額支給停止されます。

出典：日本年金機構ホームページを一部修正



平成１４年４月１日に６０歳に達している方は、在職老齢年金制度の対象とはなりません。
また、平成１９年４月より、７０歳以上の方へも６０歳台後半の在職老齢年金と同様のしくみが
導入されています。

－３９－

在職老齢年金に関して詳しく知りたい方は、厚生労働省「在職老齢年金について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/100816-01.pdf をご覧くださ
い。



２．高年齢雇用継続給付のしくみ
６０歳以降の賃金が、直前の賃金の７５％未満に低下した場合は、「高年齢雇用継続給付」が
支払われます。なお、労働時間が正社員の概ね２分の１未満の者の場合は、雇用年金の加
入者ではありませんので、「高年齢雇用継続給付」は受給できません。

賃金額と算定された支給額の合計が３４１，５４２円を超える場合は、３４１，５４２円からその賃金
を差し引いた額が支給されます（２０１３年８月１日現在、この額は毎年８月１日に変更され
ます）。

支給額は以下の算式により決定されます。

－４０－

高年齢雇用継続給付の支給額は、６０歳以上６５歳未満の各月の賃金（賞与は関係ありません）
が
・６０歳時点の賃金の６１％以下に低下した場合は、各月の賃金の１５％相当額
・６０歳時点の賃金の６１％超７５％未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の
１５％相当額未満の額

となります。

①「支給対象月に支払われた賃金（みなし賃金）」が「６０歳到達時賃金月額」の６１％未満の場合
支給額 ＝ 実際に支払われた賃金額 ×０．１５

②「支給対象月に支払われた賃金（みなし賃金）」が「６０歳到達時賃金月額」の６１％以上７５％未
満の場合

高年齢雇用継続給付に関して詳しく知りたい方は、ハローワークホームページ
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.htmlをご覧ください。

支給対象月の賃金額（みなし賃金額を含む）
低下率（ｘ）＝ ×１００

６０歳到達時賃金月額
－１８３ × 低下率（ｘ） ＋１３，７２５ １００

支給率（ｙ）＝ ×
２８０ 低下率（ｘ）

１
支給額 ＝ 実際に支払われた賃金額 × （ｙ）×

１００

注１）支給対象月に支払われた賃金…支給対象月に支払日のある賃金をその月分の賃金として
扱います。

注２）みなし賃金…非行、疾病・負傷、事業所の休業等によって減額された賃金があった場合
に、その賃金が支払われたものとみなして賃金の低下率を算定することとしているため、
この支払われたものとみなした賃金をみなし賃金といいます。

注３）６０歳到達時賃金月額…原則として、６０歳到達時前６ヶ月間の賃金の合計額を１８０で除して
得た日額に３０を乗じた額です。（臨時の賃金、３ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
は含まれません。）



３．「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」の併給調整
高年齢雇用継続給付を受けている間は、在職老齢年金のしくみにより年金額が減額され
ることに加えて、さらに高年齢雇用継続給付の４割相当の年金が支払停止となります。

－４１－

【例】６０歳に到達したときに月収３０万円だった方が１８万円（賞与なし）に低下したケース

・月収が３０万円から１８万円へ下がった場合、高年齢雇用継続給付は下がった後の月収の１５％が
支給されるので、高年齢雇用継続給付は、

１８０，０００円（賃金）×１５％＝２７，０００円 となります。
・このとき、年金は、２７，０００円×４０％（※）＝１０，８００円が支給停止となります。
（※）年金支給停止割合は、高年齢雇用継続給付の４割。
・年金額が月々１０万円だとすると、
○手取りの収入は、賃金１８０，０００円＋高年齢雇用継続給付２７，０００円＋

年金（１００，０００円－１０，８００円）＝２９６，２００円 となります。
・なお、年金額と賃金（高年齢雇用継続給付は除く）の合計額が２８万円を超える場合は、賃金
２に対して年金１の割合でさらに年金に対して在職支給停止がかかります。この例では、賃
金１８万円＋年金１０万円＝２８万円で２８万円を超えていないので、これ以上の支給停止はありま
せん（３８ページ参照）。

「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」の併給調整に関して詳しく知りたい方は、厚生労
働省「雇用保険と年金の併給調整について」
http://www.mhlw.go.jp/qa/dl/nenkin_100916-01.pdf をご覧ください。
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